「障害者自立支援法のサービス利用に関する全国影響調査結果報告概要」
「負担」が増えても削れない「福祉サービス利用」

これ以上の「負担」には耐え切れない！新法は援助を向上させたか？
　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人大阪障害者センター　障害者生活支援システム研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協力団体；きょうされん・全国障害者問題研究会

障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会

□調査の意義

　①障害（児）者のライフサイクルに合わせた障害者自立支援法施行後の障害（児）者福祉サービス提供が、障害（児）者本人のライフサイクルやその家族のライフサイクルに見合ったものになっているかについて、その実態を明らかにするものです。

②障害（児）者とその家族の生活実態に基づきながら、福祉サービス利用や負担の実態とそれがくらしに及ぼす影響を明らかにするものです。

③障害（児）者や家族の困難を、障害者本人の収入や生計中心者の収入や、その階層性に着目して把握する全国的規模の調査であり、障害者運動団体が行政の力を全く借りることなく、独自に自主的に取り組む調査であり、その経費についても障害者福祉制度を少しでも改善したいと願う障害者福祉施設運営者の方々等からの出資の協力を得て取り組んだ調査。
□調査期間等；２００６年７－９月

　　　　　障全協・きょうされん・全障研等に協力を依頼
　全国２１都道府県　２２９６ケースを回収

□調査結果の概要

【障害者の属性】

1 家族のニーズを中心に（６６．９％）当事者自身（１６．０％）
2 就学前から学齢期、成人期とバランスよく世代横断的な状況把握できました。

3 障害は、知的障害７２．８％　身体障害４２．１％　精神障害８．９％（手帳所持者）
　　世帯構成は、家族同居が６４．８％　単身世帯が３２．４％
4 生計中心者は父母７０．０％、本人が１９．４％　年収３００万円未満が５６．８％

（内１５０万未満２１．５％、８０万円未満１０．８％）。

5 本人所得は、年金が基本、１級５４．１％、２級２１．８％　その他の公的収入は「なし」が５１．２％　３万円未満が２８．８％、工賃等の本人収入は、１万円未満が５４．５％

6 サービス利用料以外の特別な支出が３万未満８２．５％（内１万未満４９．２％）
【制度活用の実態】

・　３月から５月度の利用量の増減は

　　　□ホームヘルプ　　減２０．３％、変化なし７５．１％、増４．５％　　　　　　　　　
□ガイドヘルプ　　減３２．２％、変化なし６３．５％、増４．３％
　　　□行動援護　　　　減１５．６％、変化なし８３．８％、増０．６％

□ショートスティ　減２４．８％、変化なし６０．６％、増１４．７％

□デイサービス　　減１９．７％、変化なし７０．３％、増１０．０％

※ガイドヘルプ及びショートスティで減少比率が高くなっています。

※これは、所得階層別では低所得者ほど顕著な減少傾向が高くなっています。
・　日中活動の場の利用は、通所施設４９．３％、小規模通所授産１１．２％、無認可作業所５．３％
学校５．８％となっており、一般就労は０．９％にとどまっている。

· 一方住まいの場の利用は、入所施設１４．０％、グループホーム９．０％、精神障害者生活訓練施設１．５％となっており、こうした施設事業等の利用者は、全体の２５．３％にとどまっており、家族同居などの在宅者が圧倒的に多くなっています。

· 医療制度については、自立支援医療１１．５％、都道府県医療助成制度は４６．６％となっており、こうした面での医療費助成制度の役割の大きさが伺われます。
· その他の福祉制度については、補装具１８．０％、日常生活用具１２．９％の他、タイムケア事業が２．４％と成っており、学齢期の当該事業への需要の高さが伺えます。

【負担の現状】
· なお、負担額については、３月と制度実施後の５月の利用料負担の差額は、２万円未満２３．３％、３万円未満２１．５％、１万円未満１２．３％、５０００円未満７．７％、３０００円未満１０．３％となっており、２－３万円増で４４．８％となっている。なお５万円以上８．８％あることも特徴です。
· 一方自治体の独自軽減策があると答えたものは、全体の２３．６％になっています。

· また、各種負担軽減策の利用は、３８．４％にとどまっており、利用していない理由としては、よくわからない４８．６％、まよっている１５．３％、申請したが受けられなかった７．５％となっていることからまた、その迷っている理由としては、世帯分離５４．０％、収入基準３０．２％、預貯金金額２２．３％となっており、制度の周知徹底の不足や軽減策のハードルの高さが伺えます。
【制度対応の工夫と今後のサービス利用への思い】

· ４月制度実施後の活用上の工夫については、住民票・医療保険の分離２６．２％、利用量・日数調整２１．９％と軽減策の利用とサービス量調整となっていますが、通院回数の調整や福祉・医療サービス利用の中止が７．８％もあることは注目に値します。

· こうした中で、負担への実感として、このままでは負担し続けられない４９．４％、負担は重いが事業所に迷惑が３４．３％、となっており、負担感の大きさを物語っている。また、事業所への気兼ねから踏ん張っている利用者の思いが大きいことも、福祉サービスが他の事業のように割り切った市場関係に無いことを示しています。

· しかし、今後のサービス利用に関しては、３３．５％が何とか利用可能としているものの、働くのに負担は納得できない３２．８％、利用制限で本人の状態悪化が不安３０．５％、縮小せざるを得ないが不安２９．０％、厳しいが制限したら生活できない２６．７％となっています。やはりこうした負担による不安や不満は徐々に拡大しているものと思われます。
【制度改善への願い】
・制度改善への願いについては、利用制度の見直し；８５．７％、事業所が潰れないように５５．４％、サービス利用制限をなくして；５３．５％、障害程度区分認定の見直し；４７．４％、サービス内容の充実；３２．０％、支援者の専門性；３０．０％、制度の周知；２８．７％となっており、不安等と同様の傾向で制度改善への思いがつながっています。
【まとめ】

本調査の結果からも、
1 結局ガイドヘルパーやショートステイを中心に利用制限の実態が出され始めています。
この傾向は、低所得階層ほど利用量の減少傾向は顕著となっています。

2 また利用料負担は２－３万円の増加となっています。また、負担額は、所得階層間で大きな変動が無く、まさにその負担の逆進性を物語るものとなっています。
3 こうした中で、軽減措置の利用は約３割にとどまっています。このことは、制度の周知徹底の遅れや基準のハードルの高さにもあります。
4 そうした中で、結局今後の負担増でのサービス利用に関する躊躇が生まれています。しかも、その躊躇が、通院回数の調整や福祉・医療サービスの中止など、生命や健康に関るサービスの切り下げという危険な工夫を行なわざるを得ない状況となっています。まさにもうこれ以上の負担には耐え切れないという思いが象徴的に表れています。
5 しかし、一方で「無理でもサービスを使わなければ生活できない。」「利用調整で病状悪化が不安。」という生活や病態で利用抑制を行なうことができないことへの不安に加え、「厳しいが事業所に迷惑が」という支援事業者への配慮すら行なわなければならない思いが多く出されています。
6 また制度改善への要望は、第一に利用料の軽減、その次に事業の存続があがっていますが、同時に障害程度区分認定等のサービス支給決定の仕組みへの改善要望や制度の拡充、支援の質などが上がってきます。こうした要望は、このままでは、福祉サービスを受容できなくなることへの大きな不安が拡大していることが明瞭です。しかしこの要望傾向も、所得階層によって大きく変化します。非課税世帯年収８０万円以下では、こうした改善要望が相対的に減少していきます。必死で福祉サービスを利用しながらも、もうこれ以上の負担等の対応は困難で、制度活用そのものにあきらめ感さえ生じ始めていることさえ伺えます。まさに定率等の負担の仕組みが、必死で生活を営む障害者に絶望感を生じさせているともいえます。

7 まさに、生活と直結した福祉サービスであることの証明であり、単純に金が無いから使わないということにはならない、福祉・医療サービスの特殊性が現れています。「市場化と利用契約でサービスの質の向上」という厚労省の主張はあまりに実態とかけ離れた主張といわざるを得ません。
8 この結果を見る限り、結局今回の法律は、負担の増加の中で、福祉サービス利用を抑制する結果となっており、障害者にとって必要不可欠の福祉・医療の支援から遠ざけられる状況を生み出し、ひいては生活そのものの破壊すら生じかねない状況を生み出していると言わざるを得ません。

【改善要望】
1、「利用料負担・自己負担」のあり方を直ちに抜本的に見直し、障害者福祉・医療サービスの必要な人への十分な提供を行なえるよう改善を行なうべきです。

2、「生活障害」という視点にたった、支援必要度の認定とそれをフォローするための施策の拡充も大きな願いです。

3、自立生活の保障とともに家族と地域で生活していくための条件の整備、この点では当事者支援に加えた「家族支援」の具体的支援策の創設が求められます。

4、また、精神障害のかたがたについては、負担問題だけにとどまらず、地域生活を保障していく上での、医療・福祉の供給ネットワークの再整備など、不安なく体促進が図れるための制度のあり方の再検討が求められます。

5、いずれにしても、制度実施後のもっと系統的な実態の把握を行い、サービス抑制や制限につながらないための制度検証が行なわれるまで、不十分な制度の実施延期を行なうべきです。
　　　　　　以　上
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